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翌
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台
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　平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
、

納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
及
び
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対

す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
ふ

く
し
ま
海
洋
科
学
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、
福
島
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
大
気
汚
染
防

止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
、
ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
家
畜

伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
他
目
的
使
用

料
条
例
、
福
島
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
条
例
、
福
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、
福
島
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島

県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
立
高

等
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
立
中
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
基
金
条
例
、
福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島

県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
条
例
第
四
号 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料

等
の
免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
及
び
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に

基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
、

納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条

　平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の

免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
の
十
一
の
項
中
「
二
の
項
」
を
「
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
三
の
項
」
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を
「
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
四
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十

三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
三

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
一
の
三
十
八
の
項
中
「
三
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
表
三
十
九
の
項
中
「
五
の

項
」
を
「
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
の
項
中
「
八
の
項
」
を
「
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四

十
一
の
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
二
の
項
中
「
十
一
の
項
」
を
「
十

五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
三
の
項
中
「
十
二
の
項
」
を
「
十
六
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
四

の
項
中
「
十
五
の
項
」
を
「
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
の
項
中
「
十
六
の
項
」
を
「
二
十

の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
六
の
項
中
「
二
十
四
の
項
」
を
「
二
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十

七
の
項
中
「
二
十
五
の
項
」
を
「
三
十
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
八
の
項
中
「
二
十
六
の
項
」
を

「
三
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
九
の
項
中
「
二
十
七
の
項
」
を
「
三
十
四
の
項
」
に
改
め
、

同
表
五
十
の
項
中
「
三
十
五
の
項
」
を
「
四
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
一
の
項
中
「
四
十
三

の
項
」
を
「
五
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
二
の
項
中
「
五
十
一
の
項
」
を
「
六
十
五
の
項
」

に
改
め
、
同
表
五
十
三
の
項
中
「
五
十
二
の
項
」
を
「
六
十
六
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
四
の
項

中
「
五
十
四
の
項
」
を
「
六
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
の
項
中
「
福
島
県
大
麻
取
締
法
施

行
条
例
」
を
「
福
島
県
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
に
、
「
大
麻
取
扱
者
」

を
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
、
「
申
請
者
」
を
「
届
出
者
」
に
、
「
変
更
申
請
手
数
料
」
を
「
変

更
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
五
十
六
の
項
「
福
島
県
大
麻
取
締
法
施
行
条
例
」
を
「
福
島
県
大
麻
草

の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
に
、
「
大
麻
取
扱
者
」
を
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に

改
め
、
同
表
六
十
八
の
項
、
六
十
九
の
項
及
び
七
十
の
項
中
「
使
用
者
」
を
「
所
有
者
」
に
改
め
、

同
表
八
十
四
の
項
中
「
十
七
の
項
」
を
「
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
四
の
項
及
び
九
十
五
の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

九
十
四

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
十
五

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
一
の
百
十
の
項
か
ら
百
十
三
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

百
十

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
十
一

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
十
二

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
十
三

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条

　令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
に
関
す

る
条
例
（
令
和
元
年
福
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
十
四
の
項
中
「
三
の
項
」
を
「
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
六
の
項
」
を
「
八

の
項
」
に
改
め
、
同
表
十
六
の
項
中
「
七
の
項
」
を
「
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
十
七
の
項
中
「
八

の
項
」
を
「
十
の
項
」
に
改
め
、
同
表
十
八
の
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
表

二
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
六

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
三
十
七
の
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
表
三
十
八
の
項
中
「
別
表
第

四
」
を
「
別
表
第
二
」
に
、
「
喫
茶
店
」
を
「
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
に
よ
り
食
品
を

調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
」
に
改
め
、
同
表
三
十
九
の
項
中
「
別
表
第
四
の
三
の
項
」

を
「
別
表
第
二
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四
十

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
四
十
一
の
項
中
「
別
表
第
四
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四

十
二
の
項
中
「
別
表
第
四
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
三
の
項
中

「
別
表
第
四
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
四
の
項
中
「
別
表
第
四

の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
の
項
中
「
別
表
第
四
の
九
の
項
」

を
「
別
表
第
二
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四
十
六

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
四
十
七
の
項
中
「
別
表
第
四
の
十
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四

十
八
の
項
中
「
別
表
第
四
の
十
二
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
九
の
項

中
「
別
表
第
四
の
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
の
項
中
「
別
表

第
四
の
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
一
の
項
中
「
別
表
第
四
の
十

五
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
二
の
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第

二
」
に
、
「
魚
肉
練
り
」
を
「
水
産
」
に
改
め
、
同
表
五
十
三
の
項
中
「
別
表
第
四
の
十
七
の
項
」

を
「
別
表
第
二
の
二
十
七
の
項
」
に
、
「
食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
」
を
「
冷
凍
食
品
製
造
」
に
改
め
、

同
表
五
十
四
の
項
中
「
別
表
第
四
の
十
八
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十

五
の
項
中
「
別
表
第
四
の
十
九
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
六
の
項

令和 6年 3月26日　火曜日 福 島 県 報 号外第14号 2
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を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五
十
六

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
五
十
七
の
項
中
「
別
表
第
四
の
二
十
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同

表
五
十
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五
十
八

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
五
十
九
の
項
中
「
別
表
第
四
の
二
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同

表
六
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

六
十

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
六
十
一
の
項
中
「
別
表
第
四
の
二
十
五
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
十
の
項
」
に
改
め
、
「
み

そ
」
の
下
に
「
又
は
し
ょ
う
ゆ
」
を
加
え
、
同
表
六
十
二
の
項
及
び
六
十
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

六
十
二

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
三

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
六
十
四
の
項
中
「
別
表
第
四
の
二
十
八
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
十
一
の
項
」
に
改
め
、

同
表
六
十
五
の
項
中
「
別
表
第
四
の
二
十
九
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同

表
六
十
六
の
項
中
「
別
表
第
四
の
三
十
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
表
六

十
七
の
項
中
「
別
表
第
四
の
三
十
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
十
四
の
項
」
に
、
「
め
ん
類
」
を

「
麺
類
」
に
改
め
、
同
表
六
十
八
の
項
中
「
別
表
第
四
の
三
十
二
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
十
五

の
項
」
に
改
め
、
同
表
六
十
九
の
項
中
「
別
表
第
四
の
三
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
三
十
の
項
」

に
、
「
缶
詰
又
は
瓶
詰
」
を
「
密
封
包
装
」
に
改
め
、
同
表
七
十
の
項
中
「
別
表
第
四
の
三
十
四
の

項
」
を
「
別
表
第
二
の
三
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
一
の
項
中
「
三
の
項
」
を
「
七
の
項
」

に
改
め
、
同
表
九
十
二
の
項
中
「
五
の
項
」
を
「
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
三
の
項
中
「
八
の

項
」
を
「
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
四
の
項
中
「
九
の
項
」
を
「
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同

表
九
十
五
の
項
中
「
十
一
の
項
」
を
「
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
六
の
項
中
「
十
二
の
項
」

を
「
十
六
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
七
の
項
中
「
十
五
の
項
」
を
「
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表

九
十
八
の
項
中
「
十
六
の
項
」
を
「
二
十
の
項
」
に
改
め
、
同
表
九
十
九
の
項
中
「
二
十
四
の
項
」

を
「
二
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
の
項
中
「
二
十
五
の
項
」
を
「
三
十
の
項
」
に
改
め
、
同
表

百
一
の
項
中
「
二
十
六
の
項
」
を
「
三
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
二
の
項
中
「
二
十
七
の
項
」

を
「
三
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
三
の
項
中
「
三
十
五
の
項
」
を
「
四
十
五
の
項
」
に
改
め
、

同
表
百
四
の
項
中
「
四
十
三
の
項
」
を
「
五
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
五
の
項
中
「
五
十
一
の

項
」
を
「
六
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
六
の
項
中
「
五
十
二
の
項
」
を
「
六
十
六
の
項
」
に
改

め
、
同
表
百
七
の
項
中
「
五
十
四
の
項
」
を
「
六
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
八
の
項
中
「
福
島

県
大
麻
取
締
法
施
行
条
例
」
を
「
福
島
県
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
に
、

「
大
麻
取
扱
者
」
を
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
、
「
申
請
者
」
を
「
届
出
者
」
に
、
「
変
更
申
請

手
数
料
」
を
「
変
更
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
百
九
の
項
中
「
福
島
県
大
麻
取
締
法
施
行
条
例
」
を

「
福
島
県
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
に
、
「
大
麻
取
扱
者
」
を
「
大
麻
草

採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
表
百
二
十
三
の
項
中
「
四
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
二

十
六
の
項
、
百
二
十
七
の
項
及
び
百
三
十
二
の
項
中
「
使
用
者
」
を
「
所
有
者
」
に
改
め
、
同
表
百

四
十
一
の
項
中
「
十
七
の
項
」
を
「
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
四
十
二
の
項
中
「
十
の
項
」
を

「
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
百
五
十
四
の
項
及
び
百
五
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

百
五
十
四

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
五
十
五

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
百
六
十
九
の
項
か
ら
百
七
十
二
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

百
六
十
九

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
七
十

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
七
十
一

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
七
十
二

　削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一

　第
一
条
（
別
表
第
一
の
九
十
四
の
項
、
九
十
五
の
項
及
び
百
十
の
項
か
ら
百
十
三
の
項
ま
で
の

改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
及
び
第
二
条
（
別
表
百
五
十
四
の
項
、
百
五
十
五
の
項
及
び
百
六

十
九
の
項
か
ら
百
七
十
二
の
項
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定

　令
和
六
年
四
月
一
日 

二

　第
一
条
（
別
表
第
一
の
五
十
五
の
項
及
び
五
十
六
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
及
び

第
二
条
（
別
表
百
八
の
項
及
び
百
九
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定

　大
麻
取
締
法
及
び

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行

の
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
号 

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
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る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五

　特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

　法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
い

う
。 

六

　利
用
特
定
個
人
情
報

　法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２

　知
事
又
は
教
育
委
員
会
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
利
用

特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
の
規

定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
か

ら
当
該
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３

　知
事
又
は
教
育
委
員
会
は
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度

で
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
法
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の
個

人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
か
ら
当
該
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
デ
ジ
タ
ル
変
革
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
六
号 

ふ
く
し
ま
海
洋
科
学
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

ふ
く
し
ま
海
洋
科
学
館
条
例
（
平
成
十
一
年
福
島
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
一
条
中
「
た
め
」
の
下
に
「
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
と
し
て
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
所
管
） 

第
三
条
の
二

　知
事
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
洋
科
学
館
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関

す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
す
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
生
涯
学
習
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
七
号 

福
島
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
十
の
項
及
び
十
六
の
項
」
を
「
八
の
項
及
び
十
四
の
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
） 

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

　
　
　
　
　
　額

一

　法
第
十
一
条
第
一
項
前
段

ア

　危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
（
当
該
配
管

の
規
定
に
基
づ
く
移
送
取
扱

の
起
点
又
は
終
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
任
意
の
起

所
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す

点
か
ら
任
意
の
終
点
ま
で
の
当
該
配
管
の
延
長
の
う
ち
最

る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政

大
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト

令
第
三
百
六
号
。
以
下
「
政

ル
以
下
の
移
送
取
扱
所
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配

令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

管
に
係
る
最
大
常
用
圧
力
が
〇
・
九
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以

三
号
に
規
定
す
る
移
送
取
扱

上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
配
管
の
延
長
が
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除

の
設
置
の
許
可
（
以
下
「
設

く
。
）

　一
件
に
つ
き
二
万
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

置
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を

イ

　危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧

受
け
よ
う
と
す
る
者

　
　
　

力
が
〇
・
九
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
七
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
移
送
取
扱
所

　一

件
に
つ
き
八
万
七
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ

　危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
十
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
移
送
取
扱
所

　一
件
に
つ
き
、
八
万

七
千
円
に
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
十

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い

端
数
を
増
す
ご
と
に
二
万
二
千
円
を
加
え
た
額

　
　
　
　

二

　法
第
十
一
条
第
一
項
後
段

一
の
項
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
手
数
料
の
額
の
二

の
規
定
に
基
づ
く
移
送
取
扱

分
の
一
の
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
に
係
る
変
更
の
許
可
（
以

下
「
変
更
の
許
可
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　法
第
十
一
条
第
五
項
の
規

ア

　設
置
の
許
可
に
係
る
完
成
検
査

　一
の
項
の
区
分
に
従

定
に
基
づ
く
移
送
取
扱
所
に

い
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
手
数
料
の
額
の
二
分
の
一
の
額
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係
る
完
成
検
査
を
受
け
よ
う
と

イ

　変
更
の
許
可
に
係
る
完
成
検
査

　一
の
項
の
区
分
に
従

す
る
者

　
　
　
　
　
　
　

い
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
手
数
料
の
額
の
四
分
の
一
の
額

　
　

四

　法
第
十
一
条
第
五
項
た
だ

一
件
に
つ
き
五
千
四
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
書
の
規
定
に
基
づ
く
移
送

取
扱
所
の
仮
使
用
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

　
　
　

五

　法
第
十
三
条
の
二
第
三
項

一
件
に
つ
き
二
千
九
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物
取

扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

　
　
　
　
　
　

六

　政
令
第
三
十
四
条
の
規
定

ア

　政
令
第
三
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
書
換

に
基
づ
く
危
険
物
取
扱
者
免

え
以
外
の
書
換
え

　一
件
に
つ
き
七
百
円

　
　
　
　
　
　

 

状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と

イ

　政
令
第
三
十
三
号
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
書
換

す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　

え

　一
件
に
つ
き
千
六
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

　政
令
第
三
十
五
条
第
一
項

一
件
に
つ
き
千
九
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物
取

扱
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

　
　
　
　
　

八

　法
第
十
三
条
の
三
第
三
項

ア

　甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

　一
件
に
つ
き
七
千
二
百
円 

の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物
取

イ

　乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

　一
件
に
つ
き
五
千
三
百
円 

扱
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

ウ

　丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

　一
件
に
つ
き
四
千
二
百
円

る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九

　法
第
十
三
条
の
二
十
三
の

一
件
に
つ
き
五
千
三
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

規
定
に
基
づ
く
危
険
物
の
取

扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講

習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　

十

　法
第
十
四
条
の
三
第
一
項

ア

　危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧

の
規
定
に
基
づ
く
移
送
取
扱

力
が
〇
・
九
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

所
の
保
安
に
関
す
る
検
査
を

危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
七
キ
ロ
メ
ー

受
け
よ
う
と
す
る
者

　
　
　

ト
ル
以
上
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
移
送
取
扱
所

　一

件
に
つ
き
七
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ

　危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
十
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
移
送
取
扱
所

　一
件
に
つ
き
、
七
万

円
に
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
万
七
千
円
を
加
え
た
額

　
　
　
　
　
　

十
一

　法
第
十
七
条
の
七
第
一

一
件
に
つ
き
二
千
九
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

項
の
規
定
に
基
づ
く
消
防
設

備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

　
　
　
　
　
　

十
二

　消
防
法
施
行
令
（
昭
和

ア

　施
行
令
第
三
十
六
条
の
四
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

三
十
六
年
政
令
第
三
十
七

る
書
換
え
以
外
の
書
換
え

　一
件
に
つ
き
七
百
円

　
　
　

 

号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い

イ

　施
行
令
第
三
十
六
条
の
四
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

う
。
）
第
三
十
六
条
の
五
の

る
書
換
え

　一
件
に
つ
き
千
六
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　

規
定
に
基
づ
く
消
防
設
備
士

免
状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　

十
三

　施
行
令
第
三
十
六
条
の

一
件
に
つ
き
千
九
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

消
防
設
備
士
免
状
の
再
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
　

十
四

　法
第
十
七
条
の
八
第
三

ア

　甲
種
消
防
設
備
士
試
験

　一
件
に
つ
き
六
千
六
百
円

　

 

項
の
規
定
に
基
づ
く
消
防
設

イ

　乙
種
消
防
設
備
士
試
験

　一
件
に
つ
き
四
千
四
百
円

　

 

備
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
五

　法
第
十
七
条
の
十
の
規

一
件
に
つ
き
七
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
に
基
づ
く
工
事
整
備
対
象

設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に

関
す
る
講
習
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
消
防
保
安
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
八
号 
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福
島
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

              

「 
 

 
 

　
　⑽

　処
理
容
積
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二 

一
件
に
つ
き
七
千
四
百
円 

　別
表
一
の
項
中 

 
 

　
　
　百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

                 

「 
 

 
 

　
　⑽

　処
理
容
積
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二 

一
件
に
つ
き
七
千
四
百 

 
 

 
 

 
 

　
　
　百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備 

 
 

 
 

 
 

 
　
　⑾

　⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
か
か
わ
ら
ず
、
液
化 

一
件
に
つ
き
六
千
円 

 
 

 
 

 

　を 
　
　
　石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適 

 
 

 
 

 
 

」 
　
　
　正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法 

 
 

 
 

 
 

 

　
　
　律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
七
条
の
四
第 

 
 

 
 

 
 

 

　
　
　一
項
の
許
可
を
受
け
た
設
備

　
　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

円 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

」

　
　
　附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
消
防
保
安
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
九
号 

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例

（
昭
和
五
十
年
福
島
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
の
一
の
表
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
中
「0.05ミ

リ
グ
ラ
ム

」
を
「0.02ミ

リ
グ
ラ
ム

」

に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
二
の
表
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
中
「水

質
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
施
設

」
を
「電

気
め
つ
き
業
に
係
る
施
設

（水
質
令
別
表
第
１
の
第

66号
に
掲
げ
る
も
の

）
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
水
・
大
気
環
境
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
号 

ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　別
表
の
一
の
１
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

Ｐ
２
検
査
室

　
　
　
　
午
前

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　三
二
、
九
〇
〇
円

午
後

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　三
二
、
九
〇
〇
円

夜
間

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　三
九
、
五
〇
〇
円

超
過
時
間

　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　一
〇
、
七
〇
〇
円 

（
一
時
間
に
つ
き
）

　別
表
の
二
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

Ｐ
２
検
査
室
附
属
設
備

午
前
、
午
後
又
は
夜 

一
〇
、
〇
〇
〇
円
の
範
囲
内
で
規
則
で
定

 

（
規
則
で
定
め
る
も
の
。
）

 

間
に
つ
き

　
　
　
　

め
る
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　改
正
後
の
ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
別
表
の
一
の
１
の
表
及
び
別
表
の
二
の

表
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
次
世
代
産
業
課
医
療
関
連
産
業
集
積
推
進
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
一
号 

福
島
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
の
表
一
の
項
中
「
四
千
五
百
円
」
を
「
七
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
畜

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
二
号 

福
島
県
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
他
目
的
使
用
料
条
例 

（
目
的
） 
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第
一
条

　地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
管

理
受
託
土
地
改
良
財
産
を
使
用
す
る
者
か
ら
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
を
徴
収

す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条

　こ
の
条
例
に
お
い
て
「
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
」
と
は
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
す
る
土
地
改
良
財
産

を
い
う
。 

２

　こ
の
条
例
に
お
い
て
「
他
目
的
使
用
者
」
と
は
、
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第

二
百
九
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
を
使
用
す
る
者

を
い
う
。 

（
使
用
料
の
額
等
） 

第
三
条

　使
用
料
を
徴
収
す
る
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
、
使
用
の
目
的
及
び
使
用
料
の
額
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

管
理
受
託
土
地
改
良
財
産

使
用
の
目
的

使

　用

　料

　の

　額

大
柿
ダ
ム

　
　
　
　
　
　

 

水
力
発
電

　

 
一

　年
間
使
用
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
　一
年
に
つ
き
三
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　

 

二

　超
過
発
電
電
力
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
額

　
　
　
　
　
　
　

 

　（年
間
売
電
電
力
量
－
計
画
発
電
電
力
量

）×

 

　

27円

×

0.4 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
考 一

　年
間
使
用
料
及
び
超
過
発
電
電
力
料
は
一
年
を
単
位
と
し
て
算
定
す
る
。 

二

　年
間
使
用
料
の
算
定
に
当
た
っ
て
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
月
割
で
計
算
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一
月
と
み
な
す
。 

三

　年
間
売
電
電
力
量
と
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
測
し
た
一
年
間
に
お
け
る

発
電
量
を
い
い
、
単
位
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
と
す
る
。 

四

　計
画
発
電
電
力
量
と
は
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
計
画
電
力
量
を

い
い
、
単
位
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
と
す
る
。 

五

　超
過
発
電
電
力
料
は
、
計
算
の
結
果
ゼ
ロ
円
以
下
と
な
る
場
合
は
徴
収
し
な
い
。 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
四
条

　知
事
は
、
他
目
的
使
用
者
が
天
災
そ
の
他
の
当
該
他
目
的
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
由
に
よ
り
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
を
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条

の
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
使
用
料
の
不
返
還
の
原
則
） 

第
五
条

　既
に
納
付
さ
れ
た
使
用
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、

既
に
納
付
さ
れ
た
使
用
料
の
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
後
の
使
用
料
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
報
告
等
） 

第
六
条

　他
目
的
使
用
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
管
理
受
託
土
地
改
良
財
産
を
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
目
的
に
使
用
す
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
毎
年
知
事
が
別
に
定
め
る
日

ま
で
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

管
理
受
託
土
地
改
良
財
産

使
用
の
目
的

報

　告

　事

　項

大
柿
ダ
ム

　
　
　
　
　
　

 

水
力
発
電

　

 

一

　計
画
電
力
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二

　年
間
売
電
電
力
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

　前
項
の
表
大
柿
ダ
ム
の
項
第
一
号
の
計
画
電
力
量
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
七
条

　こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料
の
徴
収
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
地
管
理
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
三
号 

福
島
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条

　こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三

十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雨
水
貯
留
浸

透
施
設
、
保
全
調
整
池
及
び
貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
の
設
置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標
識
の
設
置
） 

第
二
条

　雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
。 

一

　雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
名
称 

二

　雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証
番
号 

三

　雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
容
量
（
容
量
の
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
規
模
）
及
び
構
造
の
概
要 

四

　雨
水
貯
留
浸
透
施
設
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

知
事
の
許
可
を
要
す
る
旨 

五

　雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

六

　標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

２

　前
項
の
標
識
は
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
周
辺
に
居
住
し
、
又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場

所
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
保
全
調
整
池
の
標
識
の
設
置
） 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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第
三
条

　保
全
調
整
池
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
。 

一

　保
全
調
整
池
の
名
称
及
び
指
定
番
号 

二

　保
全
調
整
池
の
容
量
及
び
構
造
の
概
要 

三

　保
全
調
整
池
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨 

四

　保
全
調
整
池
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

五

　標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

２

　前
項
の
標
識
は
、
保
全
調
整
池
の
周
辺
に
居
住
し
、
又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所
に
設

け
る
も
の
と
す
る
。 

（
貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
の
設
置
） 

第
四
条

　貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
。 

一

　貯
留
機
能
保
全
区
域
の
名
称
及
び
指
定
番
号 

二

　貯
留
機
能
保
全
区
域
の
位
置 

三

　貯
留
機
能
保
全
区
域
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

四

　標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

２

　前
項
の
標
識
は
、
貯
留
機
能
保
全
区
域
の
周
辺
に
居
住
し
、
又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場

所
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
土
木
企
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
四
号 

福
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
一
条
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
港

　湾

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
五
号 

福
島
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
空
港
条
例
（
平
成
四
年
福
島
県
条
例
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
中

「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
二
の
項
中
「
三
十
八
円
」
を
「
五
十
一
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　改
正
後
の
福
島
空
港
条
例
別
表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に

係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
使
用
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
港
湾
課
空
港
施
設
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
六
号 

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
三
条
第
三
項
第
十
二
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
七
号 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
営
森
合
団
地
の
項
及
び
福
島
県
営
南
白
土
団
地
の
項
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
住
宅
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
八
号 

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
の
六
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
項
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
指
導
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
十
九
号 

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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五

　夜
間
学
級
担
当
手
当 

第
八
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６

　夜
間
学
級
担
当
手
当
は
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
が
、
本
務
と
し
て

夜
間
に
授
業
を
行
う
学
級
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
し
、
当
該
手
当
の
額
は
、
業
務

に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
い
て
千
百
円
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

附

　則 

（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

２

　こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職

　員

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
号 

福
島
県
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
自
然
の
家
条
例
（
昭
和
五
十
年
福
島
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第

三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
利
用
料
金
の
免
除
） 

第
九
条

　指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
た
基
準
に
よ
り
、
利
用
料
金
の
全
部
又

は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
一
号 

福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

「
福
島
県
立
勿
来
工
業
高
等
学
校

　い
わ
き
市 

別
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
「
福
島
県
立
勿
来
工
業
高
等
学
校

　い 

福
島
県
立
好
間
高
等
学
校

　
　
　い
わ
き
市
」 

わ
き
市
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
二
号 

福
島
県
立
中
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
立
中
学
校
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県
条
例
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

「
福
島
県
立
安
積
中
学
校

　
　
　郡
山 

別
表
中
「
福
島
県
立
会
津
学
鳳
中
学
校

　会
津
若
松
市
」
を 

福
島
県
立
会
津
学
鳳
中
学
校

　会
津 

市 

　
　
　
　に
改
め
る
。 

若
松
市
」 附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
三
号 

福
島
県
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
基
金
条
例 

（
設
置
） 

第
一
条

　グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
（
ふ
く
し
ま
の
未
来
を
担
う
国
際
的
な
視
野
を
有
す
る
人
材
を
い
う
。
）

の
育
成
を
目
的
と
し
た
高
校
生
の
海
外
研
修
等
の
充
実
を
図
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て

る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
福
島
県
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

（
積
立
額
） 

第
二
条

　基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
管
理
） 

第
三
条

　基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条

　基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
福
島
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の

基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
繰
替
運
用
） 

第
五
条

　知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
任
） 

第
六
条

　こ
の
条
例
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。 

附

　則 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
四
号 

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 
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福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

別
表
福
島
県
立
だ
て
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

　

　

福
島
県
立
あ
だ
ち
支
援
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
本
松
市
及
び
本
宮
市

　
　
　
　

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
特
別
支
援
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
五
号 

福
島
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
警
察
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
の
表
中
「
四
九
五
人
」
を
「
四
九
四
人
」
に
、
「
三
、
八
二
五
人
」
を
「
三
、
八
二

四
人
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、

同
項
の
表
中
「
二
、
〇
一
四
人
」
を
「
二
、
〇
一
五
人
」
に
、
「
四
九
八
人
」
を
「
四
九
四
人
」
に
、

「
三
、
九
三
九
人
」
を
「
三
、
九
三
六
人
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
項
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
二
五
二
人
」
を
「
二
五
一
人
」

に
、
「
二
、
〇
一
二
人
」
を
「
二
、
〇
〇
九
人
」
に
、
「
四
九
六
人
」
を
「
四
九
四
人
」
に
、
「
三
、

九
三
三
人
」
を
「
三
、
九
二
七
人
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
四
項
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
警

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
二
十
六
号 

福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条

　福
島
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
表
二
の
項
を
削
り
、
同
表
三
の
項
中
「
認
定
証
」
を
「
認
定
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表

二
の
項
と
し
、
同
表
中
四
の
項
を
削
り
、
五
の
項
を
三
の
項
と
し
、
六
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
を

二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

（
福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条

　福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
六

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
表
十
の
項
中
「
一
万
二
千
七
百
円
」
を
「
一
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。 

（
福
島
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
等
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条

　福
島
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
等
手
数
料
条
例
（
平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
六
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

福
島
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
条
例 

第
一
条
中
「
、
同
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
者
及
び
同
法
第

八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
者
」
を
削
る
。 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
手
数
料
の
額
） 

第
二
条

　自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
一
万
二
千
円
と
す
る
。 

（
福
島
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
廃
止
） 

第
四
条

　福
島
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
九
年
福
島
県

条
例
第
四
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
警

　務

　課
） 

             

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷

令和 6年 3月26日　火曜日 福 島 県 報 号外第14号 10


